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平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

医療観察法の制度対象者の治療・支援体制の整備のための研究 

分担研究報告書 

 

通院医療の実態を把握するための体制構築に関する研究 

 

研究分担者 大鶴 卓   国立病院機構琉球病院 

 

研究要旨： 

本研究は通院処遇の実態を安定的かつ継続的に把握・検証することで医療水準を向上させることを

目的とした通院データベースシステム構築に関する提言を行うことを目指し研究を進めた。平成 30

年度は関係者からの意見聴取をもとに、通院データベースシステム案の作成、通院処遇対象者の予後

調査研究に向けた準備を行った。 

通院データベースシステムの概略案を示すことができ、その運用にはシステム面、個人情報保護法、

通し番号管理、システム運用時の管理（倫理面も含む）の 4点が重要で、特に個人情報保護法、通し

番号管理の 2点の検討が重要であることが分かった。個人情報保護法に関しては、医療観察法重度精

神疾患標準的治療法確立事業（以下、入院データベース事業）では綿密に検討が行われ、法に準拠し

ながら入院処遇対象者の同意なく情報収集できるシステムが構築されており、通院データベースシス

テムも同様のシステムを構築する必要がある。また、大多数の対象者が入院処遇を経て通院処遇に至

っている現状があり、通院処遇対象者の処遇状況を把握・検証し医療水準を向上させるためには入院

データベース事業と通院データベースシステムの医療情報を連結させ検証することは必須であり、両

システムを包含する体制構築も検討する必要がある。 

平成 31 年度から開始する通院処遇対象者の予後調査研究は、通院データベースシステムの運用に

向けた検証研究の目的も含んでおり、本研究を進めながら通院処遇対象者の処遇状況と指定通院医療

機関の医療状況を把握・検証し、医療水準を向上させることを目的とした収集項目の検証を進める必

要がある。また、指定通院医療機関の負担を軽減しながら、通院データベースシステムの収集項目の

精度を向上するためには、通院処遇で使用されている各種評価シートと通院データベースシステムの

収集項目の連動が必要であり、これにより現場の負担は大幅に軽減でき、精度向上も期待できる。 
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ター 
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Ａ．研究目的 

医療観察法が施行され 13 年が経過し、医

療観察法医療の実態を安定的かつ定期的に

実態把握するために、平成 27 年度から医療

観察法重度精神疾患標準的治療法確立事業

（以下、入院データベース事業）が始まり、

全国の指定入院医療機関のネットワークを

通じて収集されたデータを分析し、入院処

遇の実態把握が可能となった。しかし、通

院処遇においては、入院処遇のようなデー

タベース事業は行われておらず、研究班に

よる実態調査に頼っているため、通院医療

の実態が把握できず、通院医療の効果を検

証できていない課題がある。 

本研究は通院医療の実態を安定的かつ継

続的に把握・検証することで医療水準を向

上させる通院データベースシステム構築に

関する提言を行うことを目的とし、平成 30

年度は大鶴分担班会議等で通院医療に携わ

る各種医療関係の団体や協会の関係者から

の意見聴取をもとに研究を進めた。 

 

Ｂ．研究方法 

1. 大鶴分担班会議での検討 

1）通院データベースシステム案 

 平成 27 年度から入院データベース事業

が運用され、現在は全国の指定入院医療機

関の基礎的指標が定期的に報告されている。

通院データベースシステムも入院データベ

ース事業を参考に作成することが望ましい

と考えられ、入院データベース事業の委託

を受け運営している国立精神・神経医療研

究センター病院関係者と協議を行うととも

に、通院処遇に関わっている関係諸団体お

よび指定通院医療機関の関係者と議論し、

通院データシステム構築案を作成し、その

実現のための課題を抽出した。 

 

2）通院処遇対象者の予後調査研究 

 通院データベースシステムを構築する際

には、通院処遇対象者の処遇状況と指定通

院医療機関の医療状況を把握・検証するた

めに、全国の指定通院医療機関からの収集

項目の検討は重要である。そのため、通院

データベースシステムの運用を想定して、

当研究班で通院処遇対象者の予後調査研究

を行い、収集項目の妥当性の検証やシステ

ム運用時の課題整理を行うこととした。平

成 30 年度は、これまでの通院処遇に関する

研究班の成果を参考にするとともに、大鶴

分担班会議等で議論を行い、通院データベ

ースシステムの収集項目の選定と研究計画

案の作成を行った。 

 

2. 同意・倫理的配慮 

本研究は、平成 30 年 7 月 24 日に琉球病

院倫理委員会より承認を得て行った。 

 

Ｃ．研究結果 

1）通院データベースシステム案の作成 

通院データベースシステムの概略図が図

1 である。大鶴分担班会議等で通院データ

ベースシステム構築に向けて抽出された課

題は、システム面、個人情報保護、通し番

号管理、システム運用時の管理の 4 点であ

った。 

システム面では、高セキュリティー（128

～256bit SSL 等）のインターネット回線が

あること、データ集積と解析が内包された

サーバーがあること、指定通院医療機関は

固有の ID とパスワードによりログインで

きること、未入力や誤入力時にエラーメッ

セージが出ることなどの機能が必要である。 

個人情報保護法に関しては、入院データ

ベース事業では綿密に検討が行われ、法に

準拠しながら、入院処遇対象者の同意なく
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情報収集できている。通院データベースシ

ステムでも入院データベース事業と同様に

法に準拠しながら、通院処遇対象者の同意

なく情報収集することを可能とする必要が

ある。現在、入院データベース事業での検

討経過や課題聴取を継続しており、今後は

具体的な対応策を検討する必要がある。 

通し番号管理は、通院データベースシス

テムを構築する際は必須である。現在、入

院データベース事業では全入院対象者に全

国統一対象者番号を付与するとともに、番

号を閲覧・編集を行う権限を有する職員を

限定した運用がなされており、通院データ

ベース構築時も同様に通し番号の作成手順

や管理方法を決める必要がある。また、医

療観察法の医療水準を向上させるためには

入院処遇から通院処遇までの医療情報を連

結させ検証する必要がある。そのため、入

院データベース事業の全国統一対象者番号

と通院データベースシステムの通院処遇対

象者の通し番号は連結させる必要がある。 

通院データベースシステム運用時には倫

理面も含めたシステム運営・管理は必須で

あり、運営管理や研究推進等に関する事項

を検討・検証する運営に関する委員会、医

療水準向上のための臨床研究に関する倫理

審査委員会の設立が必要である。 

 

2）通院処遇対象者の予後調査研究 

 平成 31 年に開始する通院処遇対象者の

予後調査票案を表 1 に示す。 

収集項目は医療機関・対象者の基本情報

として、医療機関名、都道府県、調査期間

中の対象者の有無、対象者 ID（通し番号）、

性別、現在年齢、処遇形態、通院処遇開始

年月日、対象行為、再処遇・再入院の有無、

保護観察所、主診断名、副診断名、処遇状

況の 14 項目を選定した。対象者の医療・処

遇状況を把握する情報として、再他害行為、

自殺企図、クロザピン、持続性注射薬、ア

ルコール、薬物等の使用、精神保健福祉法

による入院、就労・雇用形態、生計、居住

形態、精神保健福祉サービスの利用、共通

評価項目の 11 項目を選定した。 

 予後調査方法・内容について、大鶴分担

班会議参加者からの意見をまとめると、「臨

床現場の負担を減らすために収集項目は必

要かつ最低限にしてほしい（A4 で 1～2 枚

程度が望ましい）」、「通院データベースシス

テムを構築する際には、通院処遇で使用し

ている通院評価シートと項目を連動させて

ほしい」の 2 点に集約できた。 

 研究を進める中で、通院処遇ガイドライ

ンで提示されている評価シートを臨床現場

で機能的に使用するために項目を整理・修

正した改定案を厚生労働省 社会・援護局 

障害保健福祉部 精神・障害保健課 医療観

察法医療体制整備推進室に提案した。 

 

Ｄ．考察 

1）通院データベースシステム案 

 個人情報保護法に関しては、入院データ

ベース事業では綿密に検討が行われ、法に

準拠しながら、入院処遇対象者の同意なく

情報収集できるシステムが構築されており、

通院データベースシステム構築も同様のシ

ステムを構築する必要がある。指定入院医

療機関は国関係 15 病院、都道府県関係 18

病院の計 33 病院であり、入院データベース

事業では国関係と都道府県関係の個人情報

保護法を検証・対応することで入院処遇対

象者の同意なく情報収集できている。通院

データベースシステム構築時は、全ての指

定通院医療機関の個人情報保護法の検証が

必要である。しかし、平成 31 年 1 月 1 日時

点で全国の指定通院医療機関は 558 病院、
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73 診療所が指定され、毎年 30 程度の指定

通院医療機関が増え続けており、各医療機

関の母体や所属も様々である。通院データ

ベースシステム構築時は、入院データベー

ス事業で課題が概ね整理されている国関係

と都道府県関係に加え、日本精神科病院協

会、日本精神神経科診療所協会に所属する

指定通院医療機関が個人情報保護法に準拠

し通院処遇対象者の同意なく情報収集の方

法を検証することをまず行うことが現実的

である。それを十分に検討した後に、それ

以外の母体・所属の指定通院医療機関につ

いて同様の検証を行う必要がある。 

通し番号管理に関する課題は、全ての通

院処遇対象者に通し番号を付与するための

作成手順や管理方法、入院データベース事

業で付与されている全国統一対象者番号と

の連結の 2 点に集約できる。600 を超え様々

な母体・所属の指定通院医療機関で通し番

号の付与と管理を徹底するための対策を提

示する必要がある。医療観察法の当初審判

では医療観察法による医療が必要であると

判断された者の 8 割強が入院処遇であり、

直接通院処遇となった者は 1 割強である。

大多数の対象者が入院処遇を経て通院処遇

に至っている現状より考えると、通院処遇

対象者の処遇状況を把握・検証し医療水準

を向上させるためには入院データベース事

業と通院データベースシステムの医療情報

を連結させ検証することは必須であり、両

システムを包含する体制構築も検討する必

要がある。 

 

2）通院処遇対象者の予後調査研究 

通院データベースシステム構築時に、指

定通院医療機関における課題は、臨床現場

の負担を減らすために必要かつ最低限の収

集項目にすること、通院処遇で使用してい

る評価シートと収集項目を連動させること

の 2 点に集約できた。通院処遇で使用され

ている各種評価シートと収集項目が連動す

れば、現場の負担は大幅に軽減でき、精度

の向上が期待できる。平成 30 年度の本研究

を進める中で、通院処遇ガイドラインで提

示されている評価シート（1 ヶ月治療評価

シート、3 ヶ月治療評価シート、基本情報

管理シート、評価管理シート）の改定案を

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 

精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備

推進室に提案した。今回の改定案は、評価

シートを臨床現場で機能的に使用するため

に項目を整理・修正することを主眼に置い

たが、今後通院データベースシステム構築

時には、現場の負担感の減少と収集情報の

精度向上のために、通院処遇評価シートと

通院データベースシステムの収集項目の連

動を見据えた再度改定が望ましい。 

 

Ｅ．結論 

 本研究は、通院処遇の実態を安定的かつ

継続的に把握・検証することで医療水準を

向上させることを目的とした通院データベ

ースシステム構築に関する提言を行うこと

を目指し研究を進めた。平成 30 年度は関係

者からの意見聴取をもとに、通院データベ

ースシステム案の作成、平成 31 年度から開

始する通院処遇対象者の予後調査研究に向

けた準備を行い、通院処遇ガイドラインで

提示されている各種評価シートの改定案を

提案した。 

通院データベースシステムの概略図を示

し、その運用にはシステム面、個人情報保

護法、通し番号管理、システム運用時の管

理（倫理面も含む）の 4 点が課題として抽

出され、特に個人情報保護法、通し番号管

理の検討が重要であると考えられた。 
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平成 31 年度は、通院データベースシステ

ムの運用に向けた検証研究に加え、医療水

準の向上につながるよう情報収集項目の検

証を進める。 
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